
コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 中間まとめ（概要）

(１) コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

(４) 地域学校協働活動推進員等の資質向上

「社会に開かれた教育課程」の実現に向けた新学習指導要領の着実な実施や学校における働き方改革の推進、GIGAスクール構想の実現等に加え、不登校やいじめ、児童虐待へ
の対応、感染症対策、防災など学校や地域が抱える様々な課題にも対応しつつ、未来を担う子供たちの成長を支えていくためには、これまで以上に学校・家庭・地域の連携・協働が必
要となる。また、コロナ禍によりあらためて浮き彫りとなった学校・家庭・地域の役割分担や連携・協働の重要性、安定した学校経営体制の必要性の観点からも、校長や教職員だけでな
く、保護者や地域住民等が「当事者」として参画し、学校運営を支え・強化する仕組みであるコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、全ての学校に求められる機能である

保護者や地域住民等が一定の権限と責任を持ちながら学校運営に参画する仕
組み「学校運営協議会」と地域と学校が連携・協働して活動を行う「地域学校協
働活動」は、両者の連携による取組の効果等を示しつつ、一体的な推進を図ること
が必要

(２) 円滑な導入のための都道府県教育委員会等による伴走支援

教育委員会の担当者、学校管理職等の関係者が、コミュニティ・スクールの必要
性や有効性を正しく理解し、方向性を示しつつ取組を進めることが重要。都道府
県教育委員会等による積極的・継続的な働きかけや、アドバイザーの配置など伴
走支援体制の構築が必要

(３) コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の総合調整・事務局
機能を持つ人材の配置・機能強化

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に取り組むためには、両者の
総合調整や企画立案、事務局機能を担う人材が重要であり、これらの役割を担う
地域学校協働活動推進員等が継続的な活動を可能とするため、人材の配置促
進・機能強化等を図ることが必要

地域学校協働活動推進員等は、 コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動
の中核を担う人材であり、総合調整や企画立案役として、地域と学校の連携・協
働に関わる幅広い知識や技能を身に付けることが求められることから、段階的・体
系的なスキルアップ研修や実践者同士の交流等の機会充実を図ることが必要
また、学校運営協議会委員の資質向上を図ることも必要

上記のほか、導入促進のための支援、地域運営組織や関係部署との連携促進、首長の理解促進、成果・効果の事例の横展開等が必要

以下の論点等については、今後、本会議において引き続き検討を行う

コミュニティ・スクールの意義や目的、必要性及び効果について、関係者が広く十分に理解し、効果的な取組が全国で展開されるよう、特に以下の項目について支援の強化が必要

１．コミュニティ・スクール推進の必要性

２．コミュニティ・スクール推進のための方策

３．今後の検討事項（案）

（令和3年8月25日公表)

（１） これからのコミュニティ・スクールの在り方
（２） 「社会に開かれた教育課程」の実現において担う役割
（３） 学校評価とコミュニティ・スクールの関わり

（４） いわゆる「類似の仕組み」について
（５） 高等学校等における取組
（６） コミュニティ・スクールに係る教師の資質に関すること
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